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ギ
リ
ス

Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
移
民
労
働

者
受
け
入
れ
職
種
案
が
公
表

移
民
政
策
に
関
す
る
政
府
の
諮
問

機
関
で
あ
る
移
民
提
言
委
員
会

（M
ig
r
a
tio
n
 A
d
v
is
o
r
y 

C
om
m
ittee

）
は
九
月
、
Ｅ
Ｕ
域
外

か
ら
の
専
門
技
術
者
（skilled 

w
orker

）
の
受
け
入
れ
を
通
常
よ

り
容
易
に
す
る
人
材
不
足
職
種
の
見

直
し
案
を
公
表
し
た
。
現
行
の
労
働

許
可
制
度
に
か
わ
り
、
一
一
月
に
予

定
し
て
い
る
専
門
技
術
者
向
け
ポ
イ

ン
ト
制
度
の
導
入
に
合
わ
せ
て
、
昨

年
一
二
月
か
ら
検
討
が
進
め
ら
れ
て

い
た
。
委
員
会
の
試
算
に
よ
れ
ば
、

対
象
職
種
の
数
は
増
加
し
た
も
の
の
、

就
業
者
数
ベ
ー
ス
で
は
約
三
割
減
に

な
る
と
い
う
。

医
療
・
介
護
、
建
設
、
教
育
な
ど

の
一
九
グ
ル
ー
プ

現
在
、
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
専
門
技

術
者
等
の
受
け
入
れ
に
対
し
て
実
施

さ
れ
て
い
る
労
働
許
可
制
度
は
、
域

内
で
の
人
材
調
達
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
示
す
よ
う
雇
用
主
に
求
め
て
い

る
（
一
定
期
間
の
求
人
広
告
の
実
績

な
ど
）
が
、
人
材
不
足
職
種
に
関
し

て
は
こ
れ
が
免
除
さ
れ
る
。
今
年
は

じ
め
か
ら
段
階
的
に
導
入
さ
れ
て
い

る
ポ
イ
ン
ト
制
（
外
国
人
を
入
国
目

的
や
専
門
技
術
等
に
選
別
し
て
、
年

齢
や
学
歴
な
ど
に
基
づ
く
入
国
資
格

を
定
め
る
制
度
）
の
一
環
と
し
て
、

一
一
月
に
運
用
が
開
始
さ
れ
る
専
門

技
術
者
向
け
制
度
で
も
、
こ
の
手
法

が
継
続
さ
れ
る
。
そ
の
導
入
に
先
立

ち
、
政
府
は
人
材
不
足
職
種
の
継
続

的
な
見
直
し
を
行
う
諮
問
機
関
と
し

て
、
移
民
提
言
委
員
会
を
昨
年
立
ち

上
げ
た
。
同
委
員
会
は
、
①
専
門
技

術
の
水
準
②
人
材
不
足
の
有
無
③
Ｅ

Ｕ
域
外
か
ら
人
材
を
調
達
す
べ
き
か
、

と
い
う
観
点
か
ら
、
独
自
の
調
査
研

究
に
加
え
て
企
業
や
業
界
団
体
等
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
な
ど
も
踏
ま
え
、

初
回
の
報
告
書
を
九
月
に
と
り
ま
と

め
た
。

報
告
書
は
、
専
門
技
術
職
種
と
み

な
す
技
能
水
準
を
全
国
資
格
枠
組
み

（N
ational Q

ualifications 
F
ram
ew
ork

）（
注
）
の
レ
ベ
ル
３
と

規
定
、
ま
た
同
職
種
の
時
間
当
た
り

賃
金
の
中
央
値
が
一
〇
ポ
ン
ド
以
上

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
前
提
に
、
実
際

に
人
材
不
足
が
生
じ
て
い
る
職
種
を

絞
り
こ
ん
で
い
る
。
そ
の
際
に
、
①

国
内
の
他
地
域
か
ら
の
人
材
調
達
の

可
能
性
は
な
い
か
②
国
内
労
働
者
の

雇
用
や
専
門
技
術
の
向
上
の
阻
害
要

件
と
な
ら
な
い
か
③
廉
価
な
労
働
力

と
し
て
移
民
労
働
者
を
使
っ
て
は
い

な
い
か―

な
ど
も
考
慮
し
た
。
そ
の

結
果
、
同
委
員
会
は
▽
特
定
の
医
療

分
野
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
お
よ
び
上

級
看
護
師
▽
土
木
技
師
、
化
学
技
術

者
な
ど
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
▽
土
地
開

発
・
建
築
に
か
か
わ
る
積
算
士
及
び

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
者
▽
数
学
・
科

学
の
中
等
教
育
教
員
▽
専
門
技
術
を

有
す
る
調
理
師
▽
専
門
技
術
を
有
す

る
上
級
介
護
労
働
者
▽
船
舶
・
ホ

バ
ー
ク
ラ
フ
ト
乗
組
員
▽
獣
外
科
医

―

な
ど
一
九
の
職
種
グ
ル
ー
プ
を
人

手
不
足
の
分
野
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

各
々
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
よ

り
詳
細
な
職
種
を
限
定
す
る
と
と
も

に
、
経
験
年
数
や
保
有
資
格
、
時
間

当
た
り
賃
金
額
の
下
限
な
ど
の
条
件

を
定
め
る
。
な
お
、
と
く
に
専
門
技

術
者
が
不
足
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
上

記
に
加
え
て
一
定
以
上
の
技
術
・
資

格
を
有
す
る
高
齢
者
向
け
看
護
師
や

食
品
等
加
工
労
働
者
な
ど
も
人
手
不

足
職
種
と
し
て
認
め
て
い
る
。

一
連
の
人
手
不
足
職
種
は
、
現
行

制
度
の
も
と
で
国
境
局
（U

K
 

B
order A

gency

）
が
定
め
る
不
足

職
種
と
大
き
く
は
重
な
っ
て
い
る
。

標
準
職
業
分
類
に
基
づ
い
て
職
業
全

般
か
ら
選
定
し
な
お
し
た
た
め
、
職

種
数
は
増
加
し
た
も
の
の
、
該
当
す

る
職
種
が
カ
バ
ー
す
る
就
業
者
数
は

一
〇
〇
万
人
か
ら
七
〇
万
人
へ
と
減

少
し
た
と
の
試
算
を
委
員
会
は
示
し

て
い
る
。
ま
た
看
護
師
な
ど
医
療
関

係
の
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
今

後
六
カ
月
間
で
さ
ら
に
検
討
す
る
予

定
だ
。
同
時
に
、
移
民
労
働
者
の
受

け
入
れ
は
短
期
的
に
は
必
要
な
人
材

の
調
達
を
通
じ
て
企
業
や
サ
ー
ビ
ス

の
維
持
と
い
う
利
益
を
も
た
ら
す
が
、

移
民
依
存
の
傾
向
が
強
ま
れ
ば
、
長

期
的
に
は
国
内
の
人
材
育
成
を
停
滞

さ
せ
る
懸
念
が
あ
る
と
し
て
、
バ
ラ

ン
ス
に
配
慮
し
な
が
ら
制
度
を
運
用

す
る
必
要
を
主
張
。
最
低
で
も
二
年

に
一
回
、
同
様
の
見
直
し
作
業
を
実

施
す
べ
き
で
あ
る
と
政
府
に
提
言
し

て
い
る
。

委
員
会
案
を
う
け
て
、
政
府
は
一

〇
月
に
は
最
終
的
な
人
手
不
足
業
種

を
固
め
た
う
え
、
一
一
月
か
ら
の
新

制
度
に
併
せ
て
運
用
を
開
始
す
る
予

定
だ
。

〔
注
〕

職
業
資
格
と
学
業
資
格
の
各
五
段
階
を

対
応
づ
け
た
も
の
。
職
業
資
格
の
「
レ
ベ

ル
３
」
は
、
一
六
〜
一
九
歳
を
対
象
と
す

る
二
年
間
の
フ
ル
タ
イ
ム
コ
ー
ス
に
参
加

し
て
取
得
す
る
資
格
に
相
当
、「
多
様
な
業

務
設
定
に
置
い
て
、
知
識
と
技
能
を
応
用

し
て
広
い
範
囲
の
活
動
が
で
き
る
能
力
。

業
務
は
単
純
あ
る
い
は
一
定
作
業
で
な
い

場
合
が
多
い
。
仕
事
に
対
し
て
か
な
り
の

責
任
と
自
主
性
を
持
ち
、
他
の
も
の
を
監

督
し
、
作
業
の
指
導
を
す
る
能
力
も
し
ば

し
ば
要
求
さ
れ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
。

﹇
参
考
資
料
﹈

"S
killed, S

hortage, S
ensible: T

he 

recom
m
ended shortage occupation 

lists for the U
K
 and S

cotland" 

M
igration A

dvisory C
om
m
ittee

『
諸
外
国
に
お
け
る
職
業
能
力
評
価
制
度

の
比
較
、
研
究―

イ
ギ
リ
ス―

』
資
料

シ
リ
ー
ズ
Ｎ
ｏ
．
１
２
７
、
日
本
労
働

研
究
機
構
（
二
〇
〇
二
）

U
K
 B
order A

gency

、P
ersonnel 

T
oday 

各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
国
際
研
究
部
）

ア
メ
リ
カ

失
業
率
六
・
一
％
へ
悪
化
、

二
〇
〇
三
年
九
月
以
来
の
高

水
準アメ

リ
カ
の
失
業
率
が
急
激
に

悪
化
し
て
い
る
。
連
邦
労
働
省
労
働

統
計
局
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
二
〇

〇
八
年
八
月
の
失
業
率
は
六
・
一
％

で
二
〇
〇
三
年
九
月
以
来
の
高
水
準

と
な
っ
た
。二
〇
〇
八
年
二
月
が
四
・

八
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
六
カ
月
の
間

で
一
・
三
ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
た
こ
と

に
な
る
。
図
１
に
昨
年
一
月
か
ら
の

失
業
率
の
推
移
を
示
し
た
。

若
年
者
、
建
設
業
で
特
に
悪
化

年
齢
別
に
失
業
率
の
水
準
を
見

海
外
労
働
事
情
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る
と
、
若
年
者
層
の
高
失
業
率
が
目

立
つ
。
と
く
に
一
六
歳
か
ら
一
七
歳

の
層
で
、
二
二
％
強
の
高
水
準
を
示

し
て
お
り
、
二
〇
〇
八
年
七
月
の
数

値
で
は
二
四
・
九
％
で
あ
っ
た
（
表

１
）。産

業
別
で
は
建
設
業
の
悪
化
が

目
立
つ
（
表
２
）。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
が
問
題
化
し
た
影
響
も
あ
り

住
宅
着
工
数
が
対
前
年
度
比
で
減
少

し
続
け
て
い
る（
１
）
こ
と
が
要
因
の

一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

性
別
、
人
種
別
で
最
近
三
カ
月
間
の

推
移
を
見
て
み
る
と
、
性
別
で
の
差

が
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
一
方
で
、

人
種
別
に
み
た
場
合
、白
人
系
の
〇
・

五
ポ
イ
ン
ト
悪
化
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

系
の
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
悪
化
に
対
し

て
、ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
一
・

四
ポ
イ
ン
ト
悪
化
が
際
立
っ
て
み
え

る
（
表
３
）。

地
域
間
の
格
差
が
目
立
つ

州
別
に
見
て
み
る
と
ミ
シ
ガ
ン

州
の
八
・
九
％
か
ら
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ

州
の
三
・
三
％
ま
で
地
域
差
が
見
ら

れ
る
。
七
％
以
上
の
高
水
準
に
あ
る

州
は
表
４
に
、
三
％
台
の
低
水
準
に

あ
る
州
を
表
５
に
示
し
た
。

前
月
比
と
前
年
同
月
比
を
見
て

み
る
と
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
悪

化
が
目
立
つ
（
表
６
お
よ
び
表
７
）。

前
年
同
月
比
で
五
・
一
％
か
ら
八
・

五
％
へ
と
三
・
四
ポ
イ
ン
ト
の
急
激

な
悪
化
で
あ
る
。

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
急
速
に

悪
化東

部
に
位
置
す
る
ロ
ー
ド
ア
イ

ラ
ン
ド
州
の
八
月
の
失
業
率
は
八
・

五
％
で
一
九
九
三
年
一
月
以
来
の
高

水
準
と
な
っ
た
。
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン

ド
州
労
働
省
の
発
表（
２
）
に
よ
れ
ば
、

前
年
同
月
比
で
労
働
力
人
口
の
一
・

二
％
に
相
当
す
る
一
万
二
八
〇
〇
の

職
が
喪
失
し
、
と
り
わ
け
製
造
業
が

全
体
の
二
四
％
を
占
め
る
。
図
２
は

二
〇
〇
七
年
八
月
以
降
の
同
州
に
お

け
る
失
業
率
の
推
移
で
あ
る
。
今
年

の
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
一
・
一

ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
て
い
る
。
同
じ
時

期
の
連
邦
レ
ベ
ル
の
失
業
率
も
五
・

〇
％
か
ら
五
・
五
％
へ
と
急
激
に
悪

化
し
て
い
る
も
の
の
、
同
州
の
悪
化

は
そ
れ
を
上
回
る
。
図
３
は
雇
用
労

働
者
数
と
求
職
者
数
の
推
移
を
今
年

一
月
か
ら
八
月
ま
で
に
期
間
に
関
し

て
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
雇

用
労
働
者
数
の
減
少
は
比
較
的
一
定

数
で
推
移
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

求
職
者
数
が
四
月
か
ら
五
月
に
際

立
っ
て
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。レ

イ
オ
フ
の
人
数
も
０
３
年
以
来

の
水
準

労
働
省
の
発
表
（
八
月
一
五
日
、

九
月
二
三
日
）
に
よ
る
と
、
八
月
の

大
規
模
レ
イ
オ
フ
（
五
〇
人
以
上
）

が
一
七
七
二
件
と
な
り
、
ハ
リ
ケ
ー

ン
カ
ト
リ
ー
ナ
の
影
響
が
あ
っ
た
二

〇
〇
五
年
九
月
以
来
の
高
水
準
と

な
っ
た（
３
）。
四
半
期
ご
と
の
レ
イ

オ
フ
人
数
で
は
、
今
年
の
第
二
四
半

図１：連邦レベルの失業率の推移（2007 年 1月以降）

資料出所：労働統計局資料より作成

表１：年齢別失業率の推移
2007年8月 2008年7月 2008年8月

16歳から19歳 16.2 20.3 18.9
　16歳から17歳 18.6 24.9 22.1
20歳から24歳 8.4 10.2 10.5
25歳から54歳 3.8 4.6 5.1
55歳以上 3.2 3.6 4.1
資料出所：労働統計局資料より作成
http://www.bls.gov/news.release/empsit.t07.htm

表２：産業別失業率（昨年同月比）
2007年8月 2008年8月 （％）

非農業部門 4.5 6.1 △ 1.6
　鉱業 4.6 1.9 2.7
　建設 5.3 8.2 △ 2.9
　製造 3.6 5.7 △ 2.1
　小売 5.1 6.6 △ 1.5
　運輸 3.4 5.2 △ 1.8
　情報 4.1 4.2 △ 0.1
　金融 3.7 4.2 △ 0.5
　教育、健康 3.4 4.3 △ 0.9
　娯楽 7.1 8.7 △ 1.6
政府、公共部門 3.2 3.3 △ 0.1
資料出所：労働統計局資料より作成
http://www.bls.gov/news.release/empsit.t11.htm

表４：2008年8月の州別失業率（高失業率の州）
合衆国 6.1

ミシガン州 8.9
ロードアイランド州 8.5
カリフォルニア州 7.7
ミシシッピ州 7.7
サウル・カロライナ州 7.6
オハイオ州 7.4
イリノイ州 7.3
ネバダ州 7.1
資料出所：労働統計局資料より作成
http://www.bls.gov/web/laumstrk.htm

表３：性別、人種別失業率
6月 7月 8月 3カ月比

男性 5.1 5.3 5.6 △ 0.5

女性 4.7 4.6 5.3 △ 0.6

白人 4.9 5.1 5.4 △ 0.5

アフリカ系アメリカ人 9.2 9.7 10.6 △ 1.4

ヒスパニック系 7.7 7.4 8.0 △ 0.3

資料出所：労働統計局資料より作成
http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
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期
が
二
九
万
九
八
八
六
人
で
、
二
〇

〇
三
年
の
同
時
期
以
来
の
大
き
さ
と

な
っ
た
。
こ
の
数
値
は
、
第
一
四
半

期
の
二
二
万
九
八
七
〇
人
と
比
べ
て

も
、
七
万
人
強
増
加
し
て
い
る
し
、

前
年
同
時
期（
二
七
万
八
七
一
九
人
）

と
比
較
し
て
も
二
万
強
増
加
し
て
い

る
。転

職
斡
旋
会
社
チ
ャ
レ
ン

ジ
ャ
ー
・
グ
レ
イ
・
ア
ン
ド
・
ク
リ

ス
マ
ス
社
の
発
表
（
九
月
三
日
）
に

よ
る
と
、
五
月
〜
八
月
の
雇
用
喪
失

は
三
七
万
七
三
二
五（
４
）
で
あ
り
、

二
〇
〇
二
年
の
同
時
期
の
三
七
万
八

七
七
七
に
次
ぐ
大
き
さ
と
な
っ
た
。

同
社
の
ジ
ョ
ン
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー

Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
よ
る
と
、
八
月
期
の
主
な

人
員
削
減
は
、
自
動
車
産
業
で
の
一

万
七
二
三
三
人
、
政
府
・
非
営
利
部

門
で
の
一
万
二
三
二
八
人
、
小
売
業

の
九
八
七
四
人
で
あ
る
。
州
別
に
み

る
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
二
万
六

一
〇
五
人
、
オ
ハ
イ
オ
州
の
七
六
五

八
人
。

〔
注
〕

１
．U

.S
. C
ensus B

ureau N
ew
s, Joint 

R
elease, U

.S
, D
epartm

ent of 

H
ousing and U

rban D
evelopm

ent

（http://w
w
w
.census.gov/const/

new
resconst.pdf

）

２
．R

hode Island D
epartm

ent of 

L
ab
o
r an

d
 T
rain

in
g
, M
ed
ia 

A
dvisory, S

ep. 19, 2008

(h
t
t
p
:/
/
w
w
w
.d
lt
.r
i.g
o
v
/

N
ew
s_R
eleases/pdfs/N

R
_091908.

pdf)

３
．B

ureau of L
abor S

tatistics, 

"E
X
T
E
N
D
E
D
 M
A
S
S
 L
A
Y
O
F
F
S
 

IN
 T
H
E
 S
E
C
O
N
D
 Q
U
A
R
T
E
R
 O
F
 

2008", N
ew
s, F
riday, A

ugust 15, 

2008, (http://w
w
w
.bls.gov/new

s.

release/pdf/m
slo.pdf)

B
ureau of L

abor S
tatistics, "M

A
S
S
 

L
A
Y
O
F
F
S
 IN
 A
U
G
U
S
T
 2008", 

N
ew
s, T

uesday, S
eptem

ber 23, 

2008 (http://w
w
w
.bls.gov/new

s.

release/pdf/m
m
ls.pdf)

４
．
労
働
省
に
よ
る
発
表
で
は
「w

orker

」

の
数
で
集
計
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
・
グ
レ
イ
・
ア
ン
ド
・

ク
リ
ス
マ
ス
社
の
デ
ー
タ
は
削
減
さ
れ

た
「job

」
の
数
で
集
計
さ
れ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

B
u
reau

 o
f L
ab
o
r S

tatistics, 

"E
m
ploym

ent S
ituation S

um
m
ary", 

F
riday, S

eptem
ber 5, 2008

（http://w
w
w
.bls.gov/new

s.release/

em
psit.nr0.htm

）

D
aily L

abor R
eport, B

N
A
,　

A
ug. 18, 

S
ep. 4, S

ep. 24, 2008

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

表５：2008年8月の州別失業率（低失業率の州）
サウスダコタ州 3.3

ネブラスカ州 3.5

ノースダコタ州 3.6

ユタ州 3.7

ワイオミング州 3.9

資料出所：労働統計局資料より作成
http://www.bls.gov/web/laumstrk.htm

表６：州別失業率、前年同月との比較
2007年8月 2008年8月 前年同月比

ロードアイランド州 5.1 8.5 3.4

フロリダ州 4.2 6.5 2.3

ネバダ州 4.9 7.1 2.2

ノース・カロライナ州 4.7 6.9 2.2
カリフォルニア州 5.5 7.7 2.2

イリノイ州 5.2 7.3 2.1

資料出所：労働統計局資料より作成
http://www.bls.gov/web/laumstch.htm

表７：州別失業率、前月との比較
7月 8月 前月比

ロードアイランド州 7.8 8.5 0.7

ルイジアナ州 4 4.7 0.7

コネチカット州 5.8 6.5 0.7

サウスカロライナ州 7 7.6 0.6
オレゴン州 5.9 6.5 0.6

ニューヨーク州 5.2 5.8 0.6

資料出所：労働統計局資料より作成
http://www.bls.gov/web/laumstcm.htm

図２：ロードアイランド州の失業率の推移

資料出所：ロードアイランド州労働省資料より作成

図３：ロードアイランド州雇用労働者数と求職者数の推移

資料出所：ロードアイランド州労働省資料より作成
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51 ド
イ
ツ
①

Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
、
八
％
の
賃
上

げ
要
求
へ―

―

ユ
ー
ロ
圏
全

体
が
交
渉
の
行
方
を
注
視

ド
イ
ツ
最
強
の
金
属
産
業
労
組

（
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
）
は
九
月
二
三
日
、

組
合
員
三
六
〇
万
人
を
対
象
に
過
去

一
六
年
間
で
最
高
と
な
る
八
％
の
賃

上
げ
を
要
求
す
る
方
針
を
明
ら
か
に

し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
連
邦

銀
行
（
中
央
銀
行
）
の
ウ
ェ
ー
バ
ー

総
裁
は
同
日
、
二
〇
〇
九
年
の
同
国

の
経
済
成
長
率
が
一
％
を
や
や
下
回

る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
方
を
示
し
、

社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
ら
と
の
会

合
で
、
節
度
あ
る
賃
金
協
定
に
同
意

す
る
よ
う
労
働
組
合
に
呼
び
か
け
た

（
１
）。
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）

も
九
月
上
旬
時
点
に
す
で
に
、
賃
上

げ
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
の
二
次
的
影
響

を
警
告
し
、
高
い
賃
上
げ
を
要
求
し

な
い
よ
う
訴
え
て
い
た
。
だ
が
、
要

求
は
、同
国
の
イ
ン
フ
レ
率
（
約
三
・

三
％
）
を
大
幅
に
上
回
る
も
の
。
ド

イ
ツ
金
属
労
使
の
合
意
内
容
は
、
ド

イ
ツ
全
地
域
の
交
渉
を
左
右
す
る
モ

デ
ル
賃
金
協
約
と
し
て
の
意
味
合
い

を
持
つ
と
と
も
に
、
ユ
ー
ロ
圏
一
五

カ
国
の
賃
金
交
渉
に
も
影
響
を
及
ぼ

す
た
め
、
ユ
ー
ロ
圏
全
体
の
注
目
の

的
と
な
っ
て
い
る
。

Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
会
長
、
景
気
回
復
の

恩
恵
を
労
働
者
に
も

今
回
の
要
求
に
つ
い
て
ベ
ル
ト

ホ
ル
ト
・
フ
ー
バ
ー
・
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル

会
長
は
、「
金
属
産
業
は
ド
イ
ツ
経
済

成
功
の
主
軸
の
ひ
と
つ
。
要
求
は
、

景
気
拡
大
に
よ
る
利
潤
の
公
正
な
分

配
を
目
指
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で

賃
金
抑
制
に
耐
え
て
き
た
労
働
者
の

期
待
に
応
じ
た
も
の
。
十
分
正
当
化

さ
れ
る
」
な
ど
と
主
張
し
た
。
同
氏

に
よ
る
と
、
金
属
産
業
で
は
、
二
〇

〇
四
年
か
ら
〇
七
年
に
工
場
収
益
が

二
二
〇
％
上
昇
し
た
が
、
労
働
者
の

実
質
賃
金
の
伸
び
は
二
％
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
。
ま
た
、
同
賃
金
交
渉
中

央
部
長
の
ア
ル
マ
ン
・
シ
ン
ト
氏
は
、

原
油
、
食
料
品
、
住
宅
価
格
の
上
昇

を
背
景
に
賃
上
げ
の
必
要
性
を
訴
え

て
い
る
。

使
用
者
側
は
こ
の
要
求
を
非
現

実
な
も
の
と
し
て
撥
ね
つ
け
て
い
る
。

金
属
産
業
経
営
者
連
盟
（
ゲ
サ
ム
ト

メ
タ
ル
）
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
カ
ン
ネ

ギ
ー
サ
ー
会
長
は
、「
ド
イ
ツ
の
金
属

労
働
者
の
賃
金
は
世
界
で
最
高
水
準

だ
」
と
し
て
、
組
合
側
の
理
解
を
求

め
て
い
る
。

だ
が
、
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
に
限
ら
ず
、

同
国
の
労
働
組
合
は
総
じ
て
、
近
隣

諸
国
よ
り
も
急
速
な
景
気
回
復
を
遂

げ
た
の
は
数
年
に
わ
た
る
賃
金
抑
制

に
よ
る
も
の
だ
と
の
認
識
で
一
致
し

て
お
り
、
徐
々
に
要
求
水
準
を
高
め

て
い
る
。
ハ
ン
ス
・
ベ
ッ
ク
ラ
ー
財

団
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年

か
ら
〇
八
年
の
間
に
実
質
賃
金
が
低

下
（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
％
）
し
た
の

は
Ｅ
Ｕ
加
盟
諸
国
中
ド
イ
ツ
の
み

だ
っ
た
。
〇
七
年
の
賃
金
交
渉
ラ
ウ

ン
ド
で
は
、
各
部
門
の
労
組
が
大
幅

な
賃
上
げ
を
要
求
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ

が
多
発
。
〇
八
年
に
入
っ
て
か
ら
も
、

よ
り
高
い
賃
上
げ
を
求
め
て
運
輸
、

郵
便
、
酪
農
部
門
の
労
組
が
ス
ト
を

打
っ
た
。
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
航
空
の
労

組
は
、
ス
ト
の
末
、
八
月
に
五
・
一
％

の
賃
上
げ
を
勝
ち
取
っ
た
ば
か
り
だ
。

ド
イ
ツ
経
済
・
社
会
科
学
研
究
所（
Ｗ

Ｓ
Ｉ
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
〇
七
年

に
締
結
し
た
賃
金
協
約
に
お
け
る
平

均
賃
上
げ
率
は
二
・
二
％
で
、
〇
八

年
に
は
三
・
三
％
に
達
す
る
と
の
予

測
を
示
し
て
い
る（
２
）。

欧
州
中
央
銀
行
・
ド
イ
ツ
銀
行
、

賃
金―

物
価
ス
パ
イ
ラ
ル
を
警
告

賃
上
げ
圧
力
が
高
ま
る
な
か
、
欧

州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
の
ジ
ャ
ン

＝
ク
ロ
ー
ド
・
ト
リ
シ
ェ
総
裁
は
九

月
上
旬
、
賃
上
げ
に
よ
る
物
価
上
昇

ス
パ
イ
ラ
ル
（
い
わ
ゆ
る
二
次
的
影

響
）
の
危
険
を
警
告
し
、
大
幅
な
賃

上
げ
を
要
求
し
な
い
よ
う
ユ
ー
ロ
圏

の
労
働
者
に
呼
び
掛
け
て
い
た
。
イ

ン
フ
レ
の
昂
進
に
伴
い
実
質
賃
金
が

低
下
す
れ
ば
、
労
働
者
は
賃
上
げ
を

主
張
す
る
。
そ
し
て
労
働
コ
ス
ト
が

上
昇
す
れ
ば
物
価
が
一
層
上
昇
す
る

こ
と
に
な
る
た
め
だ
。
ド
イ
ツ
銀
行

チ
ー
フ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
ノ
ル
バ
ー

ト
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
氏
も
「
急
激
な
賃

上
げ
は
、
短
期
間
に
イ
ン
フ
レ
効
果

を
生
み
、成
長
力
が
弱
ま
る
だ
ろ
う
」

と
コ
メ
ン
ト
し
、
賃
上
げ
が
も
た
ら

す
危
険
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

一
方
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
イ
ン
フ
レ
圧
力

を
懸
念
す
る
の
は
、
ユ
ー
ロ
圏
の
労

働
組
合
が
、
数
年
に
わ
た
り
抑
制
さ

れ
て
き
た
賃
金
の
大
幅
な
引
き
上
げ

を
要
求
す
る
の
を
阻
む
の
が
狙
い
か

も
し
れ
な
い
と
の
見
方
も
あ
る
。

全
一
六
州
の
う
ち
二
州
の
金
属

労
働
者
に
つ
い
て
の
賃
上
げ
交
渉
第

一
ラ
ウ
ン
ド
は
一
〇
月
二
日
に
ス

タ
ー
ト
す
る
。
現
行
の
賃
金
協
定
の

期
限
は
一
〇
月
三
一
日
。
Ｉ
Ｇ
メ
タ

ル
側
は
期
日
ま
で
に
合
意
が
み
ら
れ

な
け
れ
ば
、
ス
ト
を
辞
さ
な
い
構
え

だ
。
な
お
、昨
年
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
は
六
・

五
％
の
賃
上
げ
を
要
求
し
、四
・
一
％

で
妥
結
。
今
年
に
に
な
っ
て
、
こ
れ

に
加
え
一
・
七
％
の
賃
上
げ
を
獲
得

し
て
い
る
。

〔
注
〕

１
．
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
の
動
き
は
、
ダ
ウ
・

ジ
ョ
ー
ン
ズ
債
券
・
為
替
情
報
（
〇
八

年
九
月
二
四
日
）
よ
り
引
用
。

２
．
〇
七
年
に
締
結
さ
れ
た
協
約
の
状
況
、

〇
八
年
の
団
体
交
渉
に
関
す
る
中
間
報

告

に

つ

い

て

は
、http://w

w
w
.

eu
ro
fo
u
n
d
.eu
ro
p
a.eu

/
eiro

/
country_index.htm

を
参
照
。

【
資
料
出
所
】

D
eutsche W

ell
（
〇
八
年
九
月
二
四
日
、

九
月
一
五
日
）

S
piegel O

nline

（
〇
八
年
九
月
八
日
）

B
loom

berg.com

（
〇
八
年
九
月
四
日
）

ダ
ウ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
債
券
・
為
替
情
報
（
〇

八
年
九
月
二
四
日
、
八
月
一
九
日
）

E
U
R
O
nline

（
ド
イ
ツ―

〇
八
年
九
月
二

二
日
、
九
月
一
五
日
、
八
月
二
〇
日
）

（
国
際
研
究
部
）

ド
イ
ツ
②

労
働
時
間
口
座
の
保
護
強
化

を
閣
議
決
定―

企
業
倒
産
や

転
職
で
も
貯
蓄
保
証

連
邦
政
府
は
八
月
一
三
日
、
柔
軟

な
労
働
時
間
の
安
定
化
に
関
す
る
条

件
改
善
法
案
（F

lexi II

）
を
閣
議

決
定
し
、
長
期
労
働
時
間
口
座
の
法

的
保
護
を
強
化
す
る
方
向
を
示
し
た
。

法
案
の
目
的
は
、
勤
務
先
が
破
産

し
た
場
合
や
労
働
者
が
転
職
す
る
際

の
貯
蓄
保
護
。
同
法
に
よ
り
、
倒
産

企
業
が
長
期
労
働
時
間
口
座
の
保
護

を
怠
っ
た
場
合
、
労
働
者
は
未
消
化

分
の
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
と
な
る
。

口
座
を
維
持
し
た
い
場
合
は
、
次
の

雇
用
関
係
に
移
行
す
る
ま
で
の
間
、

貯
蓄
し
た
労
働
時
間
を
連
邦
年
金
基

金
の
管
理
に
委
ね
る
こ
と
も
可
能
だ
。

労
働
者
が
転
職
す
る
場
合
も
、
口
座

は
失
効
せ
ず
、
次
の
職
場
へ
の
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
（
可
搬
性
）
が
認
め
ら

れ
る
。
転
職
先
に
労
働
時
間
口
座
の

取
り
決
め
が
な
い
場
合
も
、
貯
蓄
し

た
労
働
時
間
を
連
邦
年
金
基
金
に
委

託
で
き
る
。
連
邦
政
府
は
、
同
法
案

を
早
期
成
立
の
必
要
性
が
あ
る
も
の

と
位
置
づ
け
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一

日
の
国
会
通
過
を
目
指
し
て
い
る
。
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保
護
対
象
、
長
期
口
座
に
限
定

ド
イ
ツ
は
労
働
時
間
の
柔
軟
化
の

一
環
と
し
て「
労
働
時
間
貯
蓄
制
度
」

を
導
入
し
て
い
る（
注
）。
こ
の
制
度

に
よ
り
労
働
者
は
、
口
座
に
労
働
時

間
を
貯
蓄
し
、
そ
れ
を
休
暇
や
労
働

時
間
短
縮
と
い
っ
た
ニ
ー
ズ
に
合
わ

せ
て
利
用
で
き
る
。
労
働
時
間
口
座

に
は
、
短
期
口
座
と
長
期
口
座
と
が

あ
る
。
前
者
は
、
貯
蓄
し
た
労
働
時

間
を
一
年
以
内
に
清
算
す
る
仕
組
み
。

後
者
は
、
清
算
期
間
が
長
く
、
長
期

的
ス
パ
ン
で
の
労
働
時
間
調
整
を
可

能
と
す
る
も
の
だ
。
同
国
で
は
、
全

企
業
の
約
三
分
の
二
が
何
ら
か
の
労

働
時
間
口
座
を
設
け
て
お
り
、
普
及

率
が
最
も
高
い
の
は
短
期
口
座
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
長
期
口
座
を
導
入

し
て
い
る
企
業
は
七
％
に
過
ぎ
な
い
。

も
っ
と
も
、
化
学
部
門
、
鉄
鋼
産
業

が
長
期
口
座
を
容
認
す
る
団
体
協
約

を
締
結
し
、
個
別
企
業
レ
ベ
ル
の
労

使
交
渉
の
な
か
で
時
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
決
定
を
可
能
と
し
た
た
め
、
将

来
的
に
は
長
期
口
座
の
普
及
が
見
込

ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
労
働
時
間
口
座
が
普
及

す
る
に
伴
い
、
企
業
倒
産
の
際
に
貯

蓄
時
間
の
保
護
を
い
か
に
担
保
す
る

か
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
。

現
在
、
企
業
倒
産
時
の
口
座
保
護
を

定
め
た
事
業
主
は
四
社
の
う
ち
一
社

に
過
ぎ
な
い
。
長
期
口
座
の
導
入
企

業
で
は
こ
の
比
率
は
四
四
％
に
上
昇

す
る
も
の
の
、
半
数
以
上
の
企
業
が
、

長
期
の
貯
蓄
時
間
に
つ
い
て
す
ら
倒

産
時
の
保
護
を
定
め
て
い
な
い
。
こ

う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
今
回
の
法

案
で
は
、
失
効
し
た
場
合
に
労
働
者

が
負
担
す
る
リ
ス
ク
が
大
き
い
長
期

口
座
に
限
定
し
、
貯
蓄
の
保
護
を

図
っ
た
。

保
護
の
対
象
と
な
る
の
は
、
三
カ

月
分
の
月
給
（
西
部
で
約
七
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
、
東
部
で
は
約
六
五
〇
〇

ユ
ー
ロ
）
に
相
当
す
る
労
働
時
間
を

超
え
る
貯
蓄
の
あ
る
口
座
だ
。
貯
蓄

さ
れ
た
労
働
時
間
は
、
時
間
当
た
り

賃
金
を
乗
じ
る
こ
と
で
金
銭
換
算
さ

れ
る
。
破
産
企
業
が
保
護
を
怠
っ
た

場
合
、
当
該
労
働
者
は
貯
蓄
分
に
対

す
る
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
。
金

銭
賠
償
を
望
ま
な
い
場
合
は
、
次
の

雇
用
関
係
に
移
行
す
る
ま
で
の
間
、

口
座
を
連
邦
年
金
基
金
の
管
理
に
委

ね
、
維
持
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。

ま
た
、
転
職
に
よ
り
勤
務
先
が
変

わ
る
場
合
も
、口
座
の
可
搬
性（
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
）
が
法
的
に
保
証
さ
れ

る
。
転
職
先
に
労
働
時
間
口
座
の
取

り
決
め
が
な
い
場
合
は
、
企
業
倒
産

の
際
の
口
座
保
護
と
同
様
、
連
邦
年

金
基
金
に
口
座
管
理
を
任
せ
る
こ
と

も
可
能
だ
。

長
期
口
座
の
普
及
が
進
展
す
れ
ば
、

積
み
立
て
た
労
働
時
間
を
充
当
す
る

こ
と
で
、
資
格
取
得
や
育
児
・
介
護
、

老
齢
年
金
受
給
ま
で
の
移
行
期
間
と

い
っ
た
利
用
目
的
に
対
応
し
た
長
期

休
暇
が
取
得
し
や
す
く
な
る
。
ま
た
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
を
選
択
す
る
場

合
、
当
該
期
間
中
の
給
与
を
フ
ル
タ

イ
ム
相
当
に
増
額
す
る
目
的
で
活
用

す
る
こ
と
も
可
能
だ
。
こ
う
し
て
、

減
給
・
無
給
扱
い
を
受
け
る
こ
と
な

く
柔
軟
な
時
間
調
整
が
促
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

Ｄ
Ｇ
Ｂ
、
全
口
座
へ
の
包
括
的
保

護
を
求
め
る

ド
イ
ツ
労
働
組
合
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ

Ｂ
）
は
、
同
法
案
に
対
す
る
不
満
を

あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
イ
ン
グ
リ
ッ

ド
・
ゼ
ア
ブ
ロ
ッ
ク
副
会
長
は
、「
労

働
時
間
の
一
部
を
口
座
に
貯
蓄
し
て

い
る
労
働
者
は
、
使
用
者
に
利
子
の

付
か
な
い
融
資
を
行
っ
て
い
る
も
同

然
。
使
用
者
側
の
支
払
不
能
に
対
し

て
は
全
面
的
な
保
護
が
必
要
だ
。
労

働
時
間
柔
軟
化
の
リ
ス
ク
は
労
働
者

が
負
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
な
ど

と
述
べ
、
適
用
制
限
を
撤
廃
し
、
あ

ら
ゆ
る
貯
蓄
を
対
象
と
し
た
包
括
的

補
償
を
義
務
化
す
る
よ
う
訴
え
た
。

ま
た
、
企
業
破
産
時
の
口
座
保
証
に

関
す
る
効
果
的
な
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が

欠
け
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
改
善

を
求
め
て
い
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
使

用
者
団
体
連
盟
（
Ｂ
Ｄ
Ａ
）
は
、
破

産
時
の
口
座
保
証
が
長
期
口
座
に
限

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
、「
議

会
審
議
で
も
法
案
の
基
本
方
針
の
変

更
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
と

主
張
し
て
い
る
。

〔
注
〕

制
度
の
内
容
お
よ
び
導
入
に
至
る
ま
で

の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
（
二

〇
〇
八
）「
欧
州
に
お
け
る
働
き
方
の
多
様

化
と
労
働
時
間
に
関
す
る
調
査
」
Ｊ
Ｉ
Ｌ

Ｐ
Ｔ
資
料
シ
リ
ー
ズ
№
41
を
参
照
。

【
資
料
出
所
】

連
邦
労
働
社
会
省
発
表
資
料
（
二
〇
〇
八

年
八
月
一
三
日
）

F
A
Z
-N
E
T

（
二
〇
〇
八
年
八
月
一
三
日
）

W
elt O

nline

（
二
〇
〇
八
年
八
月
一
三
日
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
（
二
〇
〇
八
）「
欧
州
に
お
け

る
働
き
方
の
多
様
化
と
労
働
時
間
に
関

す
る
調
査
」
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
資
料
シ
リ
ー

ズ
№
41

（
国
際
研
究
部
）

ド
イ
ツ
③

若
年
者
対
象
の
職
業
訓
練

ボ
ー
ナ
ス
制
度
が
ス
タ
ー
ト

連
邦
政
府
は
八
月
二
九
日
、「
支
援

を
必
要
と
す
る
若
年
者
職
業
訓
練
機

会
改
善
法
（
社
会
法
典
第
Ⅲ
編
第
五

改
正
法
）」
を
公
布
し
、
翌
日
八
月

三
〇
日
よ
り
若
年
者
に
訓
練
ポ
ス
ト

を
提
供
す
る
事
業
主
に
対
す
る
ボ
ー

ナ
ス
給
付
制
度
お
よ
び
フ
レ
ッ
シ
ュ

マ
ン
支
援
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
同
法

に
よ
り
、
職
業
訓
練
市
場
で
こ
れ
ま

で
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
若
年
者

を
対
象
に
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
新

た
に
一
〇
万
人
分
の
訓
練
ポ
ス
ト
を

創
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

職
業
訓
練
ボ
ー
ナ
ス

今
回
新
た
に
導
入
す
る
職
業
訓
練

ボ
ー
ナ
ス
は
、
①
義
務
給
付
（
事
業

主
に
職
業
訓
練
ボ
ー
ナ
ス
の
請
求
権

が
発
生
す
る
も
の
）②
裁
量
給
付（
雇

用
庁
の
裁
量
に
よ
り
給
付
が
認
め
ら

れ
る
も
の
）―

の
二
つ
。「
義
務

給
付
」
は
、
二
〇
〇
七
年
も
し
く
は

そ
れ
以
前
に
普
通
教
育
課
程
（
ド
イ

ツ
の
学
校
系
統
図
に
つ
い
て
は
、
図

１
を
参
照
）
を
修
了
ま
た
は
中
退
し
、

二
〇
〇
七
年
も
し
く
は
そ
れ
以
前
か

ら
雇
用
庁
に
登
録
し
て
職
業
教
育
機

会
を
探
し
続
け
て
い
た
者
の
う
ち
、

①
特
別
学
校
（
聾
唖
学
校
な
ど
）
修

了
証
や
ハ
ウ
プ
ト
シ
ュ
ー
レ
修
了
証

を
有
す
る
者
、
ま
た
は
何
ら
修
了
証

を
有
さ
な
い
中
退
者
で
、
長
期
に
わ

た
っ
て
職
業
教
育
機
会
に
恵
ま
れ
な

い
者
②
学
習
能
力
が
劣
る
か
、
社
会

的
に
不
利
な
境
遇
に
あ
る
若
者―

―

に
対
し
、
職
業
訓
練
法
、
手
工
業
法

お
よ
び
海
員
法
に
定
め
る
職
種
に
お

い
て
新
た
に
職
業
教
育
機
会
を
提
供

す
る
事
業
主
に
支
給
す
る
。「
裁
量

給
付
」
は
、
二
〇
〇
七
年
も
し
く
は

そ
れ
以
前
に
普
通
教
育
課
程
を
修
了

し
、
①
二
〇
〇
七
年
も
し
く
は
そ
れ

以
前
か
ら
雇
用
庁
に
登
録
し
て
職
業

訓
練
機
会
を
探
し
続
け
て
い
た
実
家

学
校
（
レ
ア
ー
ル
シ
ュ
ー
レ
）
修
了

者
②
二
年
以
上
職
業
訓
練
機
会
を
探

し
続
け
て
い
た
後
期
中
等
課
程
修
了

者
③
職
業
訓
練
を
提
供
す
る
事
業
主

の
倒
産
・
廃
業
・
閉
鎖
に
よ
り
職
業

訓
練
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
訓

練
生
で
、
本
人
に
問
題
が
あ
っ
て
訓

練
機
会
の
斡
旋
が
困
難
な
者―

―

に

対
し
、
職
業
訓
練
法
に
定
め
る
職
種

に
お
い
て
新
た
に
職
業
訓
練
機
会
を

提
供
し
た
事
業
主
を
対
象
と
し
て
、

雇
用
庁
の
裁
量
に
よ
り
支
給
す
る
。

職
業
訓
練
ボ
ー
ナ
ス
の
支
給
は
、

①
試
用
期
間
終
了
時
点
②
修
了
試
験

申
込
時
点―

―

の
二
回
に
分
け
て
行

わ
れ
る
。
ボ
ー
ナ
ス
給
付
額
は
、
訓

練
生
へ
の
報
酬
に
応
じ
て
四
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
、
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
六
〇

〇
〇
ユ
ー
ロ
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
れ

に
加
え
、
訓
練
対
象
者
が
重
度
障
害
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者
で
あ
る
場
合
は
支
給
額
の
三
〇
％

を
上
乗
せ
給
付
す
る
。
職
業
訓
練

ボ
ー
ナ
ス
に
注
入
す
る
予
算
規
模
は
、

約
四
億
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
だ
。

フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
支
援

連
邦
政
府
は
ま
た
、
職
業
訓
練

ボ
ー
ナ
ス
に
加
え
て
「
フ
レ
ッ
シ
ュ

マ
ン
支
援
モ
デ
ル
」を
期
限
付
き（
二

〇
一
四
年
末
ま
で
）
で
試
行
す
る
。

目
的
は
、
普
通
教
育
課
程
か
ら
職
業

訓
練
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
若
年

者
に
対
す
る
個
別
支
援
の
強
化
だ
。

具
体
的
に
は
、
全
国
一
〇
〇
〇
校
に

お
い
て
、
卒
業
後
の
準
備
指
導
や
職

業
適
性
判
断
、
職
業
オ
リ
エ
ン
テ
ー

リ
ン
グ
、
職
業
訓
練
へ
の
移
行
な
ど

に
関
す
る
学
生
支
援
を
行
う
。
こ
の

目
的
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
正

規
職
員
と
し
て
新
た
に
就
職
ア
シ
ス

タ
ン
ト
を
配
置
す
る
予
定
。
フ
レ
ッ

シ
ュ
マ
ン
支
援
に
は
、
約
二
億
四
〇

〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
予
算
を
注
入
す
る
。

【
資
料
出
所
】

海
外
委
託
調
査
員
報
告

連
邦
労
働
社
会
省
発
表
資
料
（
二
〇
〇
八

年
八
月
二
九
日
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
労
働
比

較
二
〇
〇
八

（
国
際
研
究
部
）

フ
ラ
ン
ス

職
業
経
験
認
定
制
度
、
伸
び

悩
む
利
用
者
数

未
来
予
測
・
公
共
政
策
評
価
・
デ

ジ
タ
ル
経
済
開
発
担
当
閣
外
大
臣
の

エ
リ
ッ
ク
・
ベ
ソ
ン
氏
は
、
九
月
四

日
、職
業
経
験
認
定
制
度（
Ｖ
Ａ
Ｅ
）

の
評
価
報
告
書
『
職
業
経
験
の
評
価

を
高
め
る
〜
Ｖ
Ａ
Ｅ
措
置
の
評
価

（V
A
L
O
R
IS
E
R
L

’ A
C
Q
U
IS
 

D
E
 L

’E
X
P
É
R
IE
N
C
E

：U
ne 

e
v
a
lu
a
tio
n
 d
u
 d
isp
o
sif 

deV
A
E

）』を
発
表
し
た
。
Ｖ
Ａ
Ｅ
は
、

三
年
以
上
の
職
業
経
験
の
あ
る
者
を

対
象
に
、
職
業
経
験
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
労
働
も
含
む
）
か
ら
得
た
知
識
・

技
術
を
認
証
し
、
職
業
の
資
格
・
免

状
を
与
え
る
と
い
う
制
度
で
、
二
〇

〇
二
年
一
月
の
社
会
近
代
化
法
（loi 

de m
odernization social

）
で
制

定
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
を
通
じ
て
、

年
間
で
お
よ
そ
六
万
人
が
資
格
を
取

得
す
る
と
政
府
は
見
込
ん
で
い
た
が
、

制
度
開
始
か
ら
六
年
間
で
Ｖ
Ａ
Ｅ
に

よ
る
資
格
取
得
者
は
、
わ
ず
か
七
万

七
〇
〇
〇
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
政
府
は
、
制
度
の
機
能

不
全
を
認
め
る
と
と
も
に
、
課
題
を

明
ら
か
に
し
、
同
制
度
を
さ
ら
に
発

展
さ
せ
て
い
く
意
向
を
示
し
て
い
る
。

資
格
所
得
に
職
業
経
験
を
評
価

労
働
協
約
や
企
業
協
定
を
通
じ
て

資
格
取
得
者
に
一
定
の
賃
金
水
準
の

保
障
が
図
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で

は
、
学
校
体
系
に
応
じ
た
段
階
的
な

資
格
体
系
が
整
備
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
各
職
業
教
育
訓
練
を
通
し

て
取
得
し
た
資
格
に
応
じ
て
就
業
可

能
な
職
業
の
範
囲
が
明
瞭
に
区
分
さ

れ
て
い
る
（
表
１
）。

こ
う
し
た
資
格
社
会
に
お
い
て
、

最
低
で
も
職
業
適
性
証
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）、

職
業
教
育
就
業
免
状
（
Ｂ
Ｅ
Ｐ
）
を

取
得
し
て
い
な
け
れ
ば
職
に
就
く
こ

と
は
難
し
い
。
資
格
の
有
無
・
内
容

が
、
就
職
や
社
会
経
済
的
地
位
を
決

定
す
る
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
資
格

を
持
た
な
い
者
の
就
職
・
転
職
は
困

難
な
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

学
業
不
振
な
ど
を
理
由
に
資
格
を
取

得
で
き
な
い
者
が
増
加
し
て
お
り
、

そ
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
職
業
経
験
を
通

じ
て
習
得
し
た
知
識
・
技
能
を
評
価

し
て
資
格
取
得
の
機
会
を
広
げ
る
と

い
う
試
み
（
Ｖ
Ａ
Ｐ
＝V

alidation 
des acquis professionnels

）

が

一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
始
ま
り
、

Ｖ
Ａ
Ｐ
を
整
備
・
拡
充
し
た
も
の
と

し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
Ｖ
Ａ
Ｅ
が
制

定
さ
れ
た
。

Ｖ
Ａ
Ｅ
は
、
三
年
以
上
の
職
業
経

験
の
あ
る
労
働
者
を
対
象
に
、
労
働

の
経
験
そ
の
も
の
を
認
証
す
る
と
い

う
も
の
。
申
請
し
た
活
動
内
容
が
職

業
経
験
と
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
教

育
法
典
Ｌ
三
三
五-

六
条
の
定
め
る

職
業
資
格
総
覧
や
雇
用
男
女
同
数
委

員
会
の
作
成
し
た
部
門
別
職
業
資
格

総
覧
に
登
録
さ
れ
て
い
る
資
格
・
証

明
書
、
職
業
資
格
証
明
書
（
Ｃ
Ｑ
Ｐ

＝C
ertificat de qualification 

professionnelle

）
を
取
得
で
き
る
。

制
度
発
足
以
来
、
申
請
者
数
が
多

か
っ
た
資
格
の
内
容
は
、
職
業
能
力

の
レ
ベ
ル
Ｖ
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
）

の
資
格
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
二

〇
〇
六
年
で
は
、
①
弱
い
立
場
の

人
々
を
対
象
と
す
る
職
業
（
社
会
生

活
支
援
者
、
乳
幼
児
の
集
団
的
受
入

れ
、
準
看
護
師
）
ま
た
は
規
制
の
あ

る
職
業
（
独
立
開
業
す
る
た
め
に
必

要
な
美
容
師
職
業
資
格
、
公
務
員
と

し
て
本
採
用
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な

免
状
等
）
に
関
す
る
も
の
②
企
業
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
保
証
す
る
た

め
の
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
必
要
性

が
明
ら
か
な
も
の
③
労
働
編
成
及
び

採
用
が
、
免
状
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

図１　ドイツの学校系統図
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て
い
る
よ
う
な
労
働
市
場
に
属
す
る

も
の
が
多
か
っ
た
（
表
２
）。

申
請
に
必
要
な
職
業
経
験
の
期
間

に
つ
い
て
は
総
計
で
三
年
以
上
で
、

連
続
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
た
だ

し
、
企
業
で
の
実
習
期
間
は
対
象
外

で
あ
る
。
す
べ
て
の
労
働
者
が
対
象

だ
が
、
資
格
を
取
得
せ
ず
に
学
校
を

卒
業
し
た
者
、
斜
陽
産
業
（
あ
る
い

は
転
換
期
に
あ
る
職
業
）
に
携
わ
っ

て
い
る
か
、
過
去
に
携
わ
っ
た
こ
と

の
あ
る
者
、
派
遣
な
ど
不
安
定
な
職

に
ば
か
り
就
い
て
き
た
者
、
こ
れ
か

ら
安
定
し
た
職
に
就
こ
う
と
し
て
い

る
者
な
ど
を
優
先
的
対
象
者
に
想
定

し
て
い
る
。

煩
瑣
な
手
続
き
な
ど
で
機
能
不
全
に

Ｖ
Ａ
Ｅ
を
利
用
す
る
資
格
取
得
者

を
年
間
で
六
万
人
程
度
と
政
府
は
見

込
ん
で
い
た
が
、
利
用
者
数
は
い
っ

こ
う
に
伸
び
ず
、
資
格
取
得
者
数
は

制
度
開
始
か
ら
六
年
間
で
七
万
七
〇

〇
〇
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
利
用
者

数
の
伸
び
悩
み
に
つ
い
て
政
府
は
、

制
度
に
関
す
る
情
報
不
足
や
手
続
き

の
複
雑
さ
が
原
因
と
し
て
い
る
。
特

に
、
優
先
的
対
象
者
で
あ
る
「
職
業

資
格
を
持
た
な
い
」
人
に
つ
い
て
は
、

制
度
の
存
在
自
体
を
知
ら
な
い
人
が

多
く
、
ま
た
、
あ
ま
り
に
も
手
続
き

が
複
雑
す
ぎ
て
途
中
で
申
請
を
取
り

や
め
る
ケ
ー
ス
が
続
出
し
て
い
る
こ

と
も
判
明
し
た
。
実
際
に
、
申
請
書

を
提
出
し
て
か
ら
最
終
の
面
接
審
査

に
辿
り
つ
く
ま
で
に
八
カ
月
以
上
か

か
り
、
申
請
者
の
五
人
の
う
ち
一
人

は
手
続
き
に
二
年
以
上
か
か
り
途
中

で
断
念
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

Ｖ
Ａ
Ｅ
を
利
用
し
て
資
格
を
取
得

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
①
Ｖ
Ａ
Ｅ
に

関
す
る
情
報
の
入
手
②
取
得
し
た
い

資
格
の
決
定
③
受
理
基
準
に
関
す
る

書
類
（
活
動
期
間
や
活
動
内
容
の
証

明
等
）
の
提
出
・
審
査
④
よ
り
詳
細

な
活
動
内
容
や
そ
こ
か
ら
得
た
経
験

と
、
希
望
資
格
と
の
関
連
性
に
関
す

る
書
類
の
提
出
・
審
査
⑤
審
査
員
に

よ
る
面
接―

―

と
い
う
五
つ
の
プ
ロ

セ
ス
を
踏
む
。

報
告
書
で
は
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ

ス
で
生
じ
て
い
る
問
題
点
と
し
て
、

①
Ｖ
Ａ
Ｅ
に
関
す
る
情
報
提
供
が
分

散
し
て
お
り
、
さ
ら
に
地
域
圏
・
組

織
に
よ
っ
て
情
報
に
ば
ら
つ
き
が
あ

る
②
主
に
大
学
な
ど
が
交
付
す
る
資

格
や
証
明
書
の
数
が
一
万
五
〇
〇
〇

以
上
も
存
在
し
、
申
請
者
に
と
っ
て

自
分
の
経
験
が
ど
の
資
格
に
結
び
つ

く
の
か
見
極
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
③
そ
ろ
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
書

類
が
多
す
ぎ
る
④
申
請
者
に
対
す
る

サ
ポ
ー
ト
体
制
が
十
分
で
な
い
⑤
審

査
員
に
よ
る
面
接
に
た
ど
り
つ
く
ま

で
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る―

―

等

を
挙
げ
て
い
る
。

申
請
者
の
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、

書
類
の
準
備
・
作
成
の
た
め
の
有
給

休
暇
（
Ｖ
Ａ
Ｅ
休
暇
）
や
専
門
家
に

よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
（
有
料
）
な
ど
が

あ
る
が
、
あ
ま
り
有
効
に
利
用
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
審
査
員
を
そ
ろ

え
る
こ
と
が
で
き
ず
審
査
日
程
を
組

め
な
い
と
い
う
問
題
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
審
査
員

に
対
す
る
報
酬
が
不
十
分
で
あ
る
こ

と
や
、
そ
も
そ
も
審
査
員
を
務
め
ら

れ
る
ほ
ど
の
専
門
的
知
識
を
も
つ
人

が
少
な
い―

―

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

企
業
ニ
ー
ズ
も
考
慮
し
制
度
改
正
へ

こ
う
し
た
報
告
を
受
け
て
政
府
は
、

Ｖ
Ａ
Ｅ
の
機
能
不
全
を
認
め
な
が
ら

も
、
資
格
や
証
明
書
を
取
得
す
る
た

め
の
従
来
の
方
法
（
初
期
職
業
訓
練
、

生
涯
教
育
、
交
互
訓
練
）
を
補
完
す

る
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
の
Ｖ
Ａ
Ｅ

の
有
効
性
を
強
調
し
、
今
後
も
制
度

の
改
革
・
拡
充
を
図
る
と
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
Ｖ
Ａ
Ｅ
の
認
知
度

を
高
め
る
と
と
も
に
、
資
格
や
証
明

書
の
交
付
を
簡
易
化
し
、
制
度
を
分

か
り
や
す
い
も
の
に
改
善
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
し
、
①
国
レ
ベ
ル

で
制
度
に
関
す
る
情
報
を
広
め
る
②

制
度
の
優
先
的
対
象
者
に
的
を
絞
っ

た
情
報
提
供
を
実
施
す
る
③
Ｖ
Ａ
Ｅ

発
展
の
た
め
の
省
庁
横
断
委
員
会

（
Ｃ
Ｉ-

Ａ
Ｖ
Ｅ
）
が
手
続
き
を
一

本
化
し
情
報
提
供
の
調
整
を
行
う
④

職
業
資
格
総
覧
を
管
理
す
る
「
職
業

資
格
委
員
会
」
の
権
限
を
強
化
す
る

⑤
書
類
審
査
の
期
限
を
短
縮
す
る
⑥

審
査
員
の
招
集
に
期
限
日
を
設
け
報

酬
を
上
げ
る―

―

等
の
改
善
策
を
挙

げ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
Ｖ
Ａ
Ｅ
が
う
ま
く
機
能

し
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
理
由

と
し
て
、
企
業
側
と
の
連
携
が
図
り

に
く
く
、
雇
用
政
策
に
も
う
ま
く
組

み
込
ま
れ
て
い
な
い
現
実
を
指
摘
し

て
い
る
。
政
府
は
、
Ｖ
Ａ
Ｅ
は
企
業

に
と
っ
て
よ
り
有
能
な
人
材
を
獲
得

し
や
す
く
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、

企
業
側
は
Ｖ
Ａ
Ｅ
に
よ
っ
て
資
格
を

取
得
し
た
労
働
者
が
賃
上
げ
や
企
業

に
と
っ
て
は
不
都
合
な
異
動
を
要
求

し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
を
抱
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

に
対
し
、
政
府
は
、
今
後
は
企
業
の

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
制
度
の
あ
り
方

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
し
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部　

町
田　

敦
子
）

表1　学校教育と職業能力

2 3

3 DEA

DESS

Maîtrise

Licencié

1 DUEG

BTS

DUT

BacGe

BacT

BacP

CAP

BEP

CEP

BEPC

（『フランスの労働事情』1990年p208／2001年p187および『専門高校の国際比較-
日欧米-の比較-』P38を参考に作成）

表２　申請者数の多い資格

+

DEAVS

CAP

DEES

BTS

BTS

BTS

7,024

3,022

2,849

2,847

2,679

1,918

1,009

775

637

596

10 23,356

47,937

出所：DARES、資格認定を行う省庁のデータ（2006年）より
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韓
国

労
働
部
、
若
年
者
の
た
め
の
雇

用
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
表

韓
国
労
働
部
は
こ
の
ほ
ど
、
若
年

者
を
重
点
に
し
た
雇
用
改
善
を
目
的

と
し
た
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
表
し

た
。
そ
の
目
的
は
近
年
の
景
気
低
迷

に
よ
り
就
職
活
動
に
大
き
な
打
撃
を

受
け
、
厳
し
い
求
職
活
動
を
強
い
ら

れ
て
い
る
者
や
長
期
失
業
状
態
に
あ

る
若
年
者
の
雇
用
促
進
に
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
若
年
者
の
雇
用

問
題
の
根
本
的
な
解
決
を
図
る
た
め

に
は
、
中
長
期
的
に
学
校
教
育
の
改

革
と
経
済
産
業
構
造
の
高
度
化
を
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
そ
れ

ら
関
連
の
対
策
も
盛
り
込
ま
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

韓
国
の
雇
用
情
勢
は
物
価
高
と
景

気
減
速
の
進
展
を
受
け
依
然
厳
し
い

状
況
が
続
い
て
い
る
。
李
大
統
領
が

重
要
な
政
策
指
標
の
一
つ
と
し
て
掲

げ
る
「
雇
用
創
出
」
も
就
任
当
初
の

目
標
で
あ
る
五
〇
万
人
か
ら
そ
の
後

三
五
万
人
に
、
七
月
に
は
二
〇
万
人

と
さ
ら
に
下
方
修
正
さ
れ
た
。
雇
用

創
出
数
を
最
近
の
数
値
で
み
る
と
、

六
月
は
一
四
万
七
〇
〇
〇
人
（
前
年

比
○
・
六
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）、
七
月

一
五
万
三
〇
〇
〇
人
（
同
〇
・
六
ポ

イ
ン
ト
上
昇
）、
八
月
一
五
万
九
〇

〇
〇
人（
同
〇
・
七
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）

と
わ
ず
か
ず
つ
だ
が
増
加
傾
向
に
あ

る
も
の
の
年
間
目
標
二
〇
万
人
を
か

な
り
下
回
る
状
況
で
推
移
し
て
い
る
。

李
大
統
領
が
と
く
に
注
力
す
る
こ
と

を
公
約
し
た
若
年
者
（
一
五
〜
二
九

歳
）
の
雇
用
問
題
に
つ
い
て
は
、
状

況
は
さ
ら
に
厳
し
く
改
善
の
見
込
み

は
立
っ
て
い
な
い
。
表
１
の
と
お
り
、

若
年
者
の
失
業
率
は
六
月
七
・
八
％
、

七
月
七
・
四
％
、
八
月
七
・
一
％
と

見
か
け
は
低
下
し
て
い
る
が
、
対
前

年
比
で
み
る
と
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
六
ポ

イ
ン
ト
上
昇
、
〇
・
二
ポ
イ
ン
ト
低

下
、
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
先
に
あ
げ
た
雇
用

創
出
の
状
況
で
み
る
と
、
表
２
の
と

お
り
、
年
齢
全
体
で
は
前
年
を
上
回

る
基
調
で
推
移
し
て
い
る
の
に
対
し
、

若
年
層
は
前
年
を
下
回
る
状
況
に
あ

り
「
雇
用
喪
失
」
状
態
が
続
い
て
い

る
。
こ
れ
は
若
年
者
の
雇
用
情

勢
が
厳
し
い
た
め
、
こ
れ
が
好

転
す
る
ま
で
求
職
活
動
を
や
め

る
者
や
学
業
を
継
続
す
る
者
な

ど
労
働
市
場
か
ら
「
撤
退
」
す

る
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

実
際
、
表
３
の
と
お
り
労
働
力

率
の
状
況
を
み
る
と
、
年
齢
全

体
で
も
低
下
傾
向
に
あ
る
が
、

若
年
層
で
は
そ
れ
が
顕
著
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
現
在

失
業
中
や
就
職
準
備
中
の
若
年

者
の
数
は
一
〇
〇
万
人
に
上
る

と
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
改
善
を
目

指
し
て
、
韓
国
労
働
部
が
発
表

し
た
特
別
対
策
の
概
要
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

１
．
若
年
者
向
け
の
雇
用
創
出
支
援

（
１
）
若
年
者
起
業
支
援

若
年
者
が
起
業
し
た
高
い
成
長
性

を
有
す
る
事
業
に
対
す
る
政
府
の
債

務
保
証
を
二
〇
〇
八
年
下
半
期
の
全

体
一
〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
か
ら
二
〇
〇

九
年
に
三
〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
へ
引
き

上
げ
。

（
２
）
中
小
企
業
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
の
拡
充

中
小
企
業
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

に
よ
り
若
年
者
を
雇
用
す
る
場
合
、

そ
の
賃
金
の
五
〇
％
を
六
カ
月
間
助

成
。
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に

よ
り
雇
用
さ
れ
た
若
年
者
が
正
規
雇

用
に
な
っ
た
場
合
、
助
成
を
さ
ら
に

六
カ
月
延
長
。
こ
れ
に
よ
り
二
〇
〇

九
年
中
に
約
五
〇
〇
〇
人
の
雇
用
創

出
を
目
標
と
す
る
。

２ 

．
産
業
需
要
に
マ
ッ
チ
し
た
労
働

力
の
養
成

（
１
）
韓
国
流「
マ
イ
ス
タ
ー
」
養
成

機
関
の
充
実

産
業
の
発
展
に
必
須
と
な
る
熟
練

工
の
養
成
機
関
を
二
〇
〇
八
年
の
二

〇
カ
所
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
五
〇
カ

所
へ
拡
充
。
こ
れ
ら
養
成
機
関
は
企

業
や
地
方
自
治
体
及
び
学
校
な
ど
と

連
携
を
密
に
し
、
運
営
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。
な
お
在
学
中
の
学
生
は
、

徴
兵
を
延
期
す
る
な
ど
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
。

（
２
）
若
年
指
導
者
の
養
成

将
来
の
基
幹
産
業
と
な
る
成
長
性

及
び
雇
用
創
出
力
の
あ
る
業
種
（
Ⅰ

Ｔ
、
環
境
、
カ
ル
チ
ャ
ー
、
高
度
医

療
な
ど
）
に
お
い
て
、
リ
ー
ダ
ー
と

な
る
若
年
者
を
今
後
一
〇
万
人
養
成
。

（
３
）
職
業
訓
練
と
雇
用
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ポ
ー
ト

各
産
業
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
当
該

経
営
者
団
体
が
そ
の
産
業
の
ニ
ー
ズ

に
合
い
、
か
つ
雇
用
に
つ
な
が
る
よ

う
な
職
業
訓
練
の
実
施
を
支
援
。
ま

た
、
各
産
業
や
地
域
で
不
足
し
て
い

る
技
能
労
働
者
を
養
成
し
て
い
く
た

め
、
政
府
は
産
業
及
び
地
域
ご
と
の

職
業
訓
練
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
。

４ 

．
若
年
者
雇
用
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ

整
備
に
よ
る
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消

（
１
）
就
職
困
難
な
若
年
者
の
た
め

の
雇
用
促
進

低
学
歴
や
無
技
能
、
長
期
失
業
状

態
な
ど
の
就
職
困
難
な
若
年
者
向
け

に
一
年
間
の
集
中
的
な
職
業
指
導
を

実
施
。
そ
の
内
容
は
個
別
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
↓
職
業
訓
練
・
職
業
経
験
↓

職
業
紹
介
を
一
連
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

し
、
二
〇
〇
九
年
に
一
万
人
、
そ
の

後
二
万
人
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
を
計

画
。

（
２
）
求
人
情
報
な
ど
の
雇
用
情
報

提
供
シ
ス
テ
ム
の
強
化

様
々
な
職
業
分
野
に
つ
い
て
の
雇

用
情
報
を
入
手
し
易
く
し
た
「
雇
用

情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
を
構
築
。

（
３
）
総
合
的
職
業
経
験
セ
ン
タ
ー

の
運
営

若
年
者
が
様
々
な
職
業
を
総
合
的

に
体
験
で
き
る
施
設
「
ジ
ョ
ブ
ワ
ー

ル
ド
」（
二
〇
一
一
年
に
完
成
予
定
）

の
年
間
利
用
一
二
〇
万
人
（
一
〇
〇

万
人
は
小
学
生
、
二
〇
万
人
は
中
高

生
）
を
目
標
。

表１　失業率の推移（％）
2007 2008

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 6月 7月 8月
計 3.6 3.2 3.1 3.0 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1
対前年差(ﾎﾟｲﾝﾄ) -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0

15 ～ 29歳 7.6 7.3 7.1 7.0 7.3 7.4 7.8 7.4 7.1
対前年差(ﾎﾟｲﾝﾄ) -0.8 -0.4 -0.4 -0.8 -0.3 0.1 0.6 -0.2 0.4

表２　就業者数の推移　　　　　　　　　　　　　　　（千人）
2007 2008

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 6月 7月 8月
計 22,841 23,698 23,610 23,582 23,051 23,871 23,963 23,903 23,617

対前年比(% ) 1.2 1.2 1.3 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7
15 ～ 29歳 4,237 4,204 4,218 4,150 4,130 4,117 4,106 4,202 4,091

対前年比(% ) -2.1 -1.6 -1.4 -1.2 -2.5 -2.1 -2.7 -3.2 -2.8

表３　労働力率の推移（％）
2007 2008

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 6月 7月 8月
計 60.8 62.6 62.1 61.8 60.5 62.3 62.5 62.3 61.5
対前年差(ﾎﾟｲﾝﾄ) -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2

15 ～ 29歳 46.5 46.0 46.0 45.3 45.3 45.3 45.4 46.2 44.9
対前年差(ﾎﾟｲﾝﾄ) -1.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.2 -0.7 -0.7 -1.4 -0.9

出所：表１～３の数値はいずれも韓国統計庁の資料からのもの。
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さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
中
長

期
的
課
題
へ
の
対
応
と
し
て
、
産
業

ご
と
の
雇
用
対
策
の
実
施
や
、
供
給

サ
イ
ド
で
あ
る
教
育
機
関
（
特
に
大

学
等
）
の
統
廃
合
を
行
っ
て
い
く
。

ま
た
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
民
間
委
託

の
推
進
や
有
料
職
業
紹
介
部
門
の
規

制
緩
和
な
ど
に
よ
る
、
民
間
部
門
の

職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
の
活
性
化
を
行

う
。

【
参
考
資
料
】

　

韓
国
労
働
部W

eb

、
韓
国
統
計
庁W

eb

（
国
際
研
究
部
）

中
国

労
働
争
議
が
急
増

『
労
働
契
約
法
』（
今
年
一
月
施
行
）

お
よ
び
『
労
働
争
議
調
停
仲
裁
法
』

（
今
年
五
月
施
行
）
の
実
施
以
来
、

中
国
で
労
働
争
議
の
増
加
が
目
立
つ
。

争
議
件
数
の
急
激
な
増
加
に
よ
り
、

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
や
人
民
法
院

（
裁
判
所
に
当
た
る
）
に
お
け
る
審

理
業
務
に
も
大
き
な
負
荷
が
か
か
っ

て
い
る
。
労
働
争
議
の
増
加
は
全
国

的
な
現
象
だ
が
、
広
東
省
な
ど
経
済

発
展
の
進
む
沿
海
地
域
の
増
加
が
顕

著
と
な
っ
て
い
る
。

労
働
争
議
に
関
す
る『
指
導
意
見
』

を
発
表

広
東
省
で
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月

か
ら
六
月
末
ま
で
に
受
理
さ
れ
た
労

働
争
議
件
数
が
三
万
九
七
六
七
件
に

達
し
た
。
こ
れ
は
前
年
同
期
比
で
二

万
四
三
三
八
件
の
増
加
で
あ
り
、
増

加
率
は
一
五
七
・
七
％
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
珠
江
デ
ル
タ
地
帯
で

受
理
さ
れ
た
件
数
は
三
万
八
三
八
一

件
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
前
年
同
期
比

で
一
六
〇
・
一
％
の
増
加
。
実
は
こ

の
件
数
が
省
全
体
の
九
六
・
五
％
を

占
め
る
。
な
か
で
も
今
年
の
前
半
五

カ
月
、
深
圳
市
で
受
理
さ
れ
た
争
議

案
件
だ
け
で
一
万
九
七
八
四
件
と

な
っ
て
お
り
、
増
加
率
は
二
五
〇
％

に
達
し
た
。
同
市
で
は
増
加
分
だ
け

で
す
で
に
昨
年
一
年
間
の
受
理
総
数

を
超
え
て
い
る
。

広
東
省
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対

応
す
る
た
め
、『「
労
働
争
議
調
停
仲

裁
法
」
お
よ
び
「
労
働
契
約
法
」
適

用
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
指
導
意

見
』
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
労
働
争

議
に
関
す
る
仲
裁
・
裁
判
の
法
律
適

用
を
め
ぐ
る
統
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

示
し
た
も
の
。
広
東
省
人
民
法
院
と

労
働
争
議
仲
裁
委
員
会
が
共
同
で
作

成
し
た
。
全
国
初
の
試
み
で
あ
る
。

広
東
省
高
級
人
民
法
院
の
凌
副
院

長
は
、『
指
導
意
見
』
を
ま
と
め
た
背

景
と
し
て
、
労
働
争
議
の
大
幅
な
増

加
に
よ
り
仲
裁
機
関
と
裁
判
所
に
極

め
て
大
き
な
負
担
が
生
じ
て
い
る
点

を
指
摘
し
て
い
る
。『
労
働
契
約
法
』

と
『
労
働
争
議
調
停
仲
裁
法
』
に
よ

り
、
労
働
契
約
制
度
と
労
働
争
議
処

理
制
度
に
は
一
連
の
新
し
い
規
定
が

生
ま
れ
た
。
労
働
者
の
権
益
保
護
に

力
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

結
果
、
労
働
争
議
の
訴
訟
件
数
は
大

幅
に
増
加
し
た
。
広
東
省
は
労
働
争

議
の
受
理
件
数
で
は
一
貫
し
て
全
国

の
ト
ッ
プ
を
占
め
て
き
た
が
、
現
在

で
は
全
国
の
裁
判
所
で
受
理
さ
れ
る

案
件
の
三
分
の
一
近
く
を
同
省
が
占

め
て
い
る
。

同
副
院
長
に
よ
る
と
、
こ
の
『
指

導
意
見
』
は
四
つ
の
基
本
原
則
で
貫

か
れ
て
い
る
。
第
一
に
労
働
者
と
使

用
者
の
権
益
を
平
等
に
保
護
す
る
と

い
う
原
則
。
こ
れ
は
調
和
の
と
れ
た

労
使
関
係
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
第
二
に
法
の
不

遡
及
の
原
則
。
使
用
者
側
が
悪
意
に

よ
り
法
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
行
為

は
無
効
と
な
る
。
第
三
に
法
的
効
果

と
社
会
的
効
果
を
統
一
す
る
と
い
う

原
則
。
こ
れ
は
労
働
者
の
権
益
保
護

と
社
会
経
済
の
発
展
の
バ
ラ
ン
ス
に

配
慮
す
る
も
の
。
そ
し
て
第
四
が
裁

判
資
源
を
合
理
的
に
配
置
す
る
と
の

原
則
で
あ
り
、
労
働
仲
裁
資
源
を
充

分
に
活
用
し
、
労
働
争
議
裁
判
の
公

正
で
効
率
的
な
実
施
を
目
的
と
し
て

い
る
。

争
議
が
多
い
の
は
超
過
勤
務
手
当

の
問
題

裁
判
所
が
受
理
す
る
労
働
争
議
案

件
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
多
い
の
は

従
業
員
の
超
過
勤
務
手
当
を
め
ぐ
る

争
議
の
増
加
で
あ
る
と
い
う
。
多
く

の
労
働
契
約
は
正
常
な
業
務
時
間
や

超
過
勤
務
の
賃
金
に
つ
い
て
明
記
し

て
い
な
い
た
め
、
一
部
の
労
働
者
が

争
議
に
乗
じ
て
数
万
元
、
数
十
万
元

と
い
う
法
外
な
超
過
勤
務
手
当
を
求

め
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
調
整
を
困
難

に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
超
過
勤
務

手
当
を
め
ぐ
る
争
議
は
、『
指
導
意

見
』
が
注
目
す
る
重
点
的
な
問
題
の

一
つ
。『
指
導
意
見
』
は
、「
労
働
者

が
超
過
勤
務
手
当
を
主
張
し
使
用
者

が
超
過
勤
務
の
存
在
を
否
定
す
る
場

合
、
使
用
者
側
は
労
働
者
が
超
過
勤

務
を
行
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実

に
つ
い
て
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。

使
用
者
が
労
働
者
に
よ
っ
て
確
認
さ

れ
た
電
子
出
勤
記
録
に
よ
り
労
働
者

が
超
過
勤
務
を
し
て
い
な
い
こ
と
を

証
明
す
る
場
合
、
使
用
者
側
の
電
子

勤
務
記
録
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
次
に
労
働
者
が
過
去
二
年
よ

り
前
の
超
過
勤
務
手
当
の
支
払
い
を

求
め
る
場
合
、
原
則
と
し
て
労
働
者

が
立
証
の
責
任
を
負
う
。
二
年
を
越

え
る
部
分
の
超
過
勤
務
手
当
の
金
額

が
調
査
確
認
で
き
な
い
場
合
、
二
年

を
越
え
る
部
分
の
超
過
勤
務
手
当
は

通
常
保
護
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
、

超
過
勤
務
の
賃
金
を
め
ぐ
る
立
証
責

任
と
請
求
期
間
に
つ
い
て
明
確
な
基

準
を
示
し
た
。

『
指
導
意
見
』
は
さ
ら
に
、「
実
際

に
支
払
わ
れ
た
賃
金
に
超
過
勤
務
手

当
が
含
ま
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い

て
使
用
者
と
労
働
者
間
に
取
り
決
め

が
な
く
、
使
用
者
組
織
が
、
す
で
に

支
払
っ
た
賃
金
に
正
常
な
勤
務
時
間

の
賃
金
と
超
過
勤
務
手
当
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
を
有

す
る
場
合
は
、
賃
金
に
超
過
勤
務
手

当
が
含
ま
れ
て
い
た
と
認
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
換
算
し
た

後
の
正
常
な
勤
務
時
間
の
賃
金
が
現

地
の
最
低
賃
金
基
準
を
下
回
る
場
合

は
除
く
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
社
会
的
に
注
目
を
集

め
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
『
指
導
意

見
』
は
対
応
を
示
し
て
お
り
、
民
主

的
な
議
定
手
続
き
、
労
働
者
が
労
働

契
約
の
締
結
を
拒
否
し
た
場
合
の
法

的
な
対
応
、
固
定
期
限
の
な
い
労
働

契
約
の
締
結
を
回
避
す
る
行
為
の
効

力
、
経
済
的
補
償
金
と
賠
償
金
が
併

用
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
な
ど
に
つ

い
て
も
省
全
体
の
人
民
法
院
、
労
働

争
議
仲
裁
委
員
会
が
下
す
法
適
用
の

指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
指
導
意

見
』
は
さ
ら
に
、
労
働
争
議
事
件
の

受
理
範
囲
に
つ
い
て
も
明
確
に
し
た
。

住
宅
積
立
金
を
め
ぐ
る
争
議
、
退
職

後
の
再
雇
用
、
外
国
人
の
不
法
就
労
、

外
国
企
業
の
違
法
な
雇
用
と
い
っ
た

事
件
を
労
働
争
議
の
受
理
範
囲
に
組

み
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
規
定

を
行
っ
て
い
る
。

法
曹
界
、
広
東
省
政
府
は
『
指
導

意
見
』
を
評
価

裁
判
所
と
仲
裁
機
関
が
共
同
で
制

定
し
た
こ
の
『
指
導
意
見
』
は
、
法

曹
界
の
関
係
者
か
ら
多
く
の
進
歩
的

な
意
味
が
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
ま
た
広
東
省
労
働
・

社
会
保
障
庁
も
「
仲
裁
と
裁
判
の
基

準
を
統
一
す
る
こ
と
は
、
人
々
が
法

に
基
づ
き
合
法
的
権
益
を
守
る
上
で

有
利
に
働
き
、
労
働
仲
裁
資
源
・
司

法
資
源
を
節
約
す
る
上
で
効
果
的
で
、

社
会
の
調
和
と
安
定
に
役
立
つ
」
と

こ
れ
を
評
価
し
て
い
る
。

【
資
料
出
所
】

　

海
外
委
託
調
査
員
、
中
国
現
地
主
要
紙

（
国
際
研
究
部
）


